
Life Information くらしの情報コーナー
早
め
に
請
求
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者

（
１
）平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に

「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

護
法
に
よ
る
弔
慰
金
」
の
受
給

権
を
取
得
し
た
方

（
２
）戦
没
者
等
の
子

（
３
）戦
没
者
等
の
①
父
母
②
孫
③

祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計

関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ

り
ま
す
。

（
４
）前
記（
１
）か
ら（
３
）以
外
の

戦
没
者
等
の
三
親
等
内
の
親
族

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
を

有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

・
支
給
内
容
＝
額
面
25
万
円
、
５

年
償
還
の
記
名
国
債

・
請
求
期
間
＝
平
成
30
年
４
月
２

日
ま
で

・
請
求
窓
口
＝
社
会
福
祉
課
（
７

階
）、
本
納
支
所

と
社
会
福
祉
課
（
７
階
）

☎
⒇
１
５
７
１
、
Ｆ
⒇
１
６
０
５

労
働
力
調
査
へ
の
回
答
を
お
願

い
し
ま
す

総
務
省
統
計
局
と
千
葉
県
で

は
、
毎
月
、
労
働
力
調
査
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
国

の
経
済
政
策
や
雇
用
対
策
な
ど
の

基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
重
要
な
調
査
で
、
対
象
と

な
っ
た
世
帯
に
は
、
調
査
員
が
お

伺
い
し
ま
す
。

調
査
対
象
＝
茂
原
市
萱
場
地
区

の
一
部
の
世
帯
／
調
査
期
間
＝
11

月
～
３
月

※
調
査
員
は
、
千
葉
県
知
事
発
行

の
調
査
員
証
を
携
帯
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

と
千
葉
県
総
合
企
画
部
統
計
課

☎
０
４
３
（
２
２
３
）
２
２
２
０

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

を
開
設
し
ま
す

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力

や
ス
ト
ー
カ
ー
等
の
女
性
を
め
ぐ

る
各
種
の
人
権
問
題
に
つ
い
て
、

「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す

運
動
」
期
間
中
、
全
国
一
斉
に
人

権
擁
護
委
員
が
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
で

相
談
に
応
じ
ま
す
。

・
11
月
13
日
㊊
～
17
日
㊎

８
時
30
分
～
19
時

・
11
月
18
日
㊏
・
19
日
㊐

10
時
～
17
時

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

と
千
葉
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

事
務
局

☎
０
４
３
（
２
４
７
）
３
５
５
５

め
ざ
せ
８
０
２
０
Ｎ
ｏ
．
１
４
７	

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
別
（
壮
年
期
）

歯
周
病
は
、
口
腔
内
の
細
菌
が

原
因
で
歯
を
支
え
て
い
る
組
織
が

徐
々
に
破
壊
さ
れ
、
最
終
的
に
は

歯
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
病
気
で

す
。
歯
を
失
う
原
因
の
第
１
位
で

あ
り
、
成
人
の
半
数
以
上
は
歯
周

病
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
歯
周
病
は
重
度
に
な
る

ま
で
気
づ
き
に
く
い
た
め
、
治
療

が
手
遅
れ
に
な
り
が
ち
で
す
。

ま
た
近
年
で
は
、
歯
周
病
は
全

身
の
健
康
へ
の
様
々
な
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
特
に
糖
尿
病
に
関
し
て

は
相
互
関
係
に
あ
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
。

歯
周
病
の
予
防
に
は
、
歯
ブ
ラ

シ
で
し
っ
か
り
み
が
き
、
歯
間
ブ

ラ
シ
な
ど
の
補
助
道
具
を
使
用

す
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

お
口
の
ト
ラ

ブ
ル
が
無
く

て
も
定
期
的

に
歯
科
医
院

を
受
診
し
ま

し
ょ
う
。

在
宅
寝
た
き
り
者
等
歯
科
保
健

事
業
の
ご
案
内

市
で
は
、
茂
原
市
長
生
郡
歯
科

医
師
会
の
協
力
に
よ
り
、
寝
た
き

り
や
体
が
不
自
由
で
外
出
で
き
な

い
方
に
、
在
宅
訪
問
歯
科
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

在
宅
訪
問
歯
科
指
導
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
口
腔
内
の
衛
生
状
態

を
改
善
し
、
口
腔
機
能
の
維
持
・

回
復
だ
け
で
な
く
、
全
身
的
な
機

能
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
期
待
で

き
ま
す
。

対
象
＝
①
65
歳
以
上
の
寝
た
き

り
の
方
②
障
害
な
ど
に
よ
り
外
出

困
難
な
方
※
①
・
②
と
も
介
護
保

険
法
に
よ
る
歯
科
部
門
の
居
宅
療

養
管
理
指
導
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

て
い
る
方
お
よ
び
施
設
入
所
者
を

除
く
／
内
容
＝
①
口
腔
内
清
掃
お

よ
び
義
歯
清
掃
な
ど
の
歯
科
保
健

指
導
②
歯
周
病
、
む
し
歯
な
ど
に

対
す
る
応
急
処
置
③
往
診
歯
科
医

療
の
必
要
性
の
把
握
（
市
内
の
協

力
歯
科
医
師
が
訪
問
し
ま
す
）／

実
施
制
限
＝
１
年
に
１
回
限
り
で

自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
以
後
の
治
療
が
必
要
な

場
合
は
保
険
診
療
と
な
り
ま
す
。

と

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
�
１
７
２
５
、
Ｆ

�
１
８
６
５

11
月
８
日
は
い
い
歯
の
日

80
歳
で
20
本
以
上
の
歯
を
保

つ
こ
と
を
目
標
に
し
た
８
０
２
０

（
ハ
チ
マ
ル
・
ニ
イ
マ
ル
）
運
動
の

一
環
と
し
て
、
11
月
８
日
は
「
い

い
歯
の
日
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
歯
の
健
康
づ
く
り
に

対
す
る
情
報
提
供
と
歯
科
疾
患
予

防
な
ど
の
啓
発
を
行
う
と
と
も
に

歯
科
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
ま

た
、
各
種
無
料
体
験
コ
ー
ナ
ー
を

設
け
ま
す
。
楽
し
く
お
口
の
健
康

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

11
月
８
日
㊌
10
時
～
15
時
／
内

容
＝
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
歯
科
相

談
、
各
種
無
料
体
験
コ
ー
ナ
ー（
口

臭
チ
ェ
ッ
ク
、
フ
ッ
化
物
洗
口
、

む
し
歯
リ
ス
ク
テ
ス
ト
、
そ
し
ゃ

く
力
テ
ス
ト
ほ
か
）、
パ
ネ
ル
展
示

等
／
場
所
＝
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

と
保
健
セ
ン
タ
ー

☎
�
１
７
２
５
、
Ｆ

�
１
８
６
５

善
意
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

（
敬
称
略
）

・
市
へ

▽
Ｉ
Ｋ
Ｉ
Ｉ
Ｋ
Ｉ
会
有
志	

（
金
15
万
円
）

▽
酒
井	

（
金
１
万
円
）

保
　
　
健
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